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フレッシュ新入職員１４人迎え、歓迎会 

「質の向上」へ決意も新たに 
   ― 優秀職員・部署、永年勤続職員など表彰 ― 

 さる３月３０日、新入職員歓迎会が開かれ

ました。今年の新入職員は１４名。職員約１

００名が参加しました。同時に行われた恒例

の、優秀職員表彰では、個人の部で併設施設

の介護老人保健施設「ぬくもりの家」の支援

相談員の神尾さん、グループ表彰では精神科

急性期治療病棟が選ばれ、表彰されました。 

 また今年からは、永年勤続表彰も新たに加

わり、勤続１０年以上の職員４１名に表彰状

と記念品が贈られました。なかでも事務部の渡辺さんは勤続５０年。代表して賞

状を受け取り、当法人の歴史の重みや実績などを披露しました。 

｢病院機能評価｣認定を獲得 
 秦野厚生病院は、２月２２日付

けで、財団法人 日本医療機能評

価機構から、病院機能評価に関す

る認定証が交付されました。 

 秦野市内の病院では、鶴巻温泉

病院、秦野赤十字病院に次いで３

番目、神奈川県内の精神科病院で

は６番目の認定病院となりまし

た。（2面に関連記事） 

 秦野厚生病院は昭和25年（1950年）に

「大根村立診療所」として現在の地に開院

し、昭和41年（1966年）2月1日には医療

法人厚仁会として基盤を設立。地域の皆様と

ともに歩んで参りました。 

 本年は医療や福祉の様々な制度が同時に改

定となり、新年度を迎えることとなりました

が、厚仁会にとっても40周年の節目の年にあ

たり、病院機能評価の認定を受け、まさに心

機一転し新たなスタートを切るにふさわしい

年になりました。  

秦野厚生病院 

法人化から40周年 

（現在の秦野厚生病院と「ぬくもりの家」棟） 

（昭和６１年当時の秦野厚生病院） 

（上は認定シンボルマーク。

下は認定証） 

ハイライト: 

•全職員の努力で獲得した「病院機

能評価」(1,２面) 

•そして法人化40周年、新入職員

14人。新たな息吹をお伝えしま

す。(同) 

•今年度から始まった｢セカンドオ

ピニオン外来｣。その趣旨を、岩井

病院長が解説(4面) 
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｢医療内容｣の向上、さらに推進 

若松正樹（看護師）  

 新米看護師です。

医療の現場で働ける

喜びと緊張感を持っ

て仕事に臨みたいと

思っているので、ご

指導よろしくお願い

いたします。 
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 「医療の質」という言葉は日本の病院

のなかでは主流となり、多くの病院で

「医療の質の向上」が謳われています。 

このたび当院が認定された「病院機能評

価」は病院の構造面に焦点を当てたもの

で、いわば「機構としての病院施設」の

基準審査であります。 

 その一方で、私たちが目指す質の向上

は、主として「医療の内容面」における

向上であり、「患者様の利益を目標」と

したものです。つまり医学的な根拠に基

づいた適切な治療を、できる限り短い期

間で終え、再発を防ぐための継続的な援

助システムを構築することです。確かに

今回の認定は第三者から適正と評価さ

れたことであり、喜ばしいことではあ

りますが、私たちにとっては一つの通

過点であり、本当に目指すところは、

患者様や地域から支持を受け、評価を

受ける病院になることにあります。 

 そのためにも皆様から頂くご意見や

お言葉に耳を傾け、貴重な財産とする

べく、院内ではこれらをデータベース

化して業務改善に反映させておりま

す。今後ともお気づきの点がございま

したら、遠慮なくお申し付け頂き、当

院の質の向上にご協力頂ければ幸いで

す 。     (病院長 岩井 一正) 
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渡邊智和（作業療法士）  

 みかけは怖いですが、優

しい人間です。作業療法は

気合いだ！気合いだ！気合

いだー！で頑張ります！ 

城所孝之（准看護師）  

 ブランクのある自分は一

からの出直しです。新しい

気持ちで頑張っていこうと

思っています。 

大原愛子（看護師）  

 ３月に上京したば

かりです。一日も早

く、患者様やスタッ

フの方々に信頼され

る看護師に成長でき

るよう努めていきた

いと思います。 竹村由貴（看護師）  

４月から看護師として働

かせて頂くことになりま

した。沢山のことを学

び、知識だけでなく技術

も身につけられるよう努

力していきます。 



 飽食の時代と呼ばれて久しい昨今、

糖尿病・高血圧・高脂血症などの生活

習慣病が蔓延しています。 

 当院では入院中はもとより、退院後

の外来時にも、患者様の心身状況・食

事や生活環境を配慮しながら、栄養相

談を行っています。 

 栄養士が体脂肪率を測定したり、イ

ラストなどを使いながら分かりやすい

説明を心掛けております。 

 ご希望の方は担当医にご相談下さ

い。 

“わかりやすい栄養相談”実施中 

― 生活習慣病予防に栄養士がアドバイス ― 

 

病院職員間でボーリング大会 
― 秦野伊勢原地区、当院3位に入賞 ― 

 年に一度、秦野伊勢原市内の病院が集まり、親睦ボーリ

ング大会が行われています。今年も、さる2月19日に多

くの病院から、総勢26チームが参加し盛大に行われまし

た。当院からも3チームが出場し、和やかな雰囲気のなか

で熱いゲームが繰り広げられました。 

 結果は、当院のＣチームが見事総合3位入賞！。でも、

それ以上に職員の団結や、普段は少ない他病院との交流を

図る機会となり、大変貴重で有意義なイベントとなりまし

た。 

 これまで外来通院の際には「通院費公

費負担制度（通称32条）」という制度

があり、これをご利用されると通院医療

費の自己負担が５％〜０％で済んでおり

ましたが、４月１日からはこの制度が使

えなくなり、障害者自立支援法に基づく

「自立支援医療」というものに変わりま

す。新しい制度により外来通院では基本

的に10％をご負担頂くことになります

が、所得に応じて上限額が設定されま

す。 

 また、通院時には「自立支援医療認定

証」と「上限負担管理表」を必ずご持

参頂く必要があります。これらがない

場合は窓口でのご負担が医療費の30％

となりますのでご注意下さい。 

 手続きにつきましては、お住まいの

市町村にお問い合せ下さい。 

 「通院医療費」自己負担率など変更点 
― 「障害者自立支援法」施行にともない― 
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ご注意ください！ 

(イラストも使って解説中) 



◆秦野厚生病院理念◆ 

◆個人情報保護方針◆ 

安心してかかれる、よく治る病院を目指す 

当院では、個人情報の取扱いについて次のように宣言

いたします。 

 １．個人情報に関する法令・規範の遵守 

 ２．個人情報保護施策の強化 

 ３．個人情報保護に関する意思統一の徹底 

 ４．個人情報保護活動を継続的に改善・推進 

 当院ではこれまでいくつかの専門

外来がありましたが、本年度から

「セカンドオピニオン外来」が始ま

ります。 

 セカンドオピニオン外来というの

は、「医 者 を か え る」こ と で は な

く、 主治医との良好な関係を保ちな

がら、複数の医師の意見を聞くこと

です。 

 医療が進歩してさまざまな治療法

が生まれています。その結果、医師

によって患者様個々の病気に対する

考え方が違うことがあります。ま

た、医師や病院によって、医療技術

や診療の質に差があることも考えら

れます。そこで、より最善と考えら

れる治療を、患者様と主治医で判断

するため、主治医以外の医師の意見

を聞くこと、それがセカンドオピニ

オンです。 

 アメリカでは、すでにあたりまえ

のことで、日本でも今春から積極的

に行う制度ができました。 

 例えば、ガンを手術で切除する

か、放射線治療を行うかというよう

な判断は、複数の医師の意見を聞い

たうえで患者自身が判断することが

多くなっていますが、精神科分野で

も、納得して治療法を選ぶことは、

患者様の持つ基本的な権利として広

がりつつあります。 

 同じ治療をするとしても、「どん

な副作用があるのか」「ほかにどん

な選択肢があるのか」を知ったうえ

で治療を行うことは、非常に重要な

ことです。セカンドオピニオンは、

患者様の権利を守ると同時に、医師

にとっても誤診を回避するなど多く

のメリットを持ったしくみです。 

 当院でのセカンドオピニオン外来

は、毎週木曜日の午後（予約制）に

行われます。 

（病院長  岩井 一正） 
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ホームページもご覧ください。 

http：//www.hatanokousei.jp/ 
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「セカンドオピニオン外来」 

医療法人厚仁会 秦野厚生病院 

(精神科・心療内科・内科・循環器科) 
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